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〒107－8607 

東京都港区南青山５-７-１７ 

一般財団法人小原流 事業部会員支援課内 
TEL   : ０３－５７７４－５８４５ 

FAX   : ０３－３４０７－３７２８ 

e-mail  : support@ohararyu.or.jp 

 



 
 

１. 目  的 
(1) 企業・地域団体（町内会等）・福祉施設等で小原流いけばなの楽しさを広める。 

(2) 小原流カリキュラムに基づき、適切な指導を行なう。 

(3) 小原流いけばなを通じて、福利厚生事業や地域文化活動に貢献する。 

(4) グループレッスンの利点を生かして、生徒間のコミュニケーションを深める。 
 
 

２. 加入資格 
(1) 企業・地域団体・福祉施設等が主宰もしくは経営する機関から、小原流いけばな 

講師として委嘱を受けた教授者。 

(2) 上記団体が教室のスペースを提供し、光熱費などの経費を負担すること。 

(3) 加入時点で生徒が 7 名以上いること。 

(4) 活動開始から 1 年未満かつ今後 1 年以上継続が可能な教室。 

※ 人数が揃っていても、自宅教室や生花店の教場および短期間の講座は該当しません。 

※ご注意 

 ・開催場所は自宅（個人宅含む）以外の公の場所であること 

 ・以前に同所で小原流の指導がおこなわれたことがなく、今回の取組 

  が初めてであること 

 ・最低でも月１回以上の指導が１年以上続く見込みがあること 

 
 

３. 加入方法 
登録カードに必要事項を記入のうえご返送ください。 

 
 

４. カリキュラム（一般指導カリキュラム適用） 
入 門  （ ８単位） 

初 等科  （１６単位） 

本科  （１６単位） 

師範科一期  （１６単位） 

師範科二期  （１６単位） 

 
 

５. 教本（入門カードセット） 

価  格 

１,３２０円／冊（税込）・１冊よりご注文を承ります。 

３冊以上は、割引価格適用となり、１,２００円／冊（消費税込み） 

で購入いただけます。 

申 込 先 

〒１０７－８６０７ 

東京都港区南青山５－７－１７ 

一般財団法人小原流 出版事業課 

TEL ０３－５７７４－５８４４・FAX ０３－３４０７－３７２８ 

E-mail : shuppan@ohararyu.or.jp 

備  考 
初等科許状を申請されましたら、『初等科許状』『花型カード（初等科）』

をセットでお届けします。 

 
 

６. 許状申請 
初等科申請は、「入門カードセット」に封入の許状申請書（ラベンダー色）に必要事項 

を記入し、初等科送金票を添付のうえ、直接小原流大阪事務所 総務経理課へお送り 

ください。 

※本科以上につきましては、所属支部へ申請願います。 

 



 
 

初等科 

申請書送付先 

〒541－00056 大阪市中央区久太郎町４丁目渡辺６ 

一般財団法人小原流 大阪事務所 総務経理課 

TEL ０６－６２４５－０８５２ 

送金方法 

①郵便振替（手数料は本部負担） 
口座番号：０１１３０－０－５１８４４ 
口座名義：一般財団法人小原流 本部事務局 

②銀行振込 
口  座：みずほ銀行・灘支店・普通預金２０１２０７  
口座名義：一般財団法人小原流 

③現金書留  
上記申請書送付先に、申請書を同封のうえお送りください。 

 

許 状 申 請 料 金 表 
      税込・2019 年 10 月 1 日改定 

内 訳 

資 格 
申請料金 引次手数料 本部納付金 申請先 

初等科 ７,３３０円 ２,６２０円 ４,７１０円 小原流 大阪事務所 
総務経理課 

本 科 １６,７６０円 ６,８１０円 ９,９５０円 

所属支部 師範科一期 ２０,９５０円 ８,６００円 １２,３５０円 

師範科二期 ２４,０９０円 ９,８５０円 １４,２４０円 

 
 

７. 加入のメリット 
(1) 初めて小原流を採用された主宰団体に対して、小原流制定花器「エンジェル」を１０

個（上限）寄贈いたします。（採用より１年以内に登録された場合に限る。） 
※ 経年劣化などに対しての追贈は行ないません。 

 
 

８. お願い 
 (1) つぎの場合は、必ず連盟にご連絡ください。 

・変更   （教室の住所・名称および指導者など） 

・休止／廃止（教室におけるいけばな活動） 

 
 (2) サークル教室の講師をお辞めになることをお考えの段階で、適切な引き継ぎ者として 

心あたりがない場合は、ご相談に応じますので連盟へご連絡ください。 

 
 

 (3) サークル・学校を新規開拓されます際にお使いいただくことを目的に、推薦状をお作 

りしております。 

必要な方は申請書類を郵送いたしますので、連盟にお問い合わせください。 

依頼受付から発行まで、約 1 週間～10 日のお日にちを頂戴しております。 

ご了承のうえ、余裕を持って申請願います。 

 
(4) 生徒が転居する際は、小原流公式ホームページ「教室検索」より転居先の教室をお探 

しください。ご希望の地域に教室がない場合は広報課にて教室をお探しいたします。 

新教室にて学ばれる際は、今習われているカリキュラムおよび資格よりお稽古を続け 

ていただくために『許状申請書』をご本人にお渡しください。 

 
 

その他、ご不明の点などがございましたら、会員支援課までお気軽にお問い合わせください。 


